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法科大学院

裁判官

最高裁判所

派遣の要請

教授等の業務
（いわゆるパートタイム
派遣）

同意
給与

国庫

政令で定める金額を納付

派遣期間は3年以内、同意
を得て5年まで延長可

　○取決め
勤務時間その他の勤務条件

○最高裁判所は、同意を得るに当たり、裁判官に取決めの内容を明示
する。
○裁判官は、法科大学院から報酬等の支払を受けない。
○裁判官としての報酬その他の給与は減額されない。
○法科大学院は政令で定める金額を国庫に納付する。
○共済組合・退職手当等につき必要な措置を講ずる。

報酬等

法科大学院への裁判官の派遣


